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総 会 議 事 録 

 

１．開催日時  令和５年１月１２日（木） 午前９時３０分 

 

２．開催場所  瀬戸内市役所 ２階 大会議室 

 

３．農業委員  １１名中 １１名出席し、その氏名は次のとおり 

 

太 田   修  尾 上 昭 則  出 射   實  宮 本 英 美 

由 喜 門  尊  藤 原 由 果  小 林 桂 治  石 黒 五 月 

藤 原 和 正  大 森 茂 利  久 山 英 之 

 

４．農地利用最適化推進委員 

 

  松 本 英 樹  山 本 和 博  森 部 真 史  山  﨑   徹 

  大 河 原 律 夫  岡 﨑  浩  田 中 伸 五  正 富 清 人 

    吉 田  浩  山 内 桂 三  金 居 正 彦  北 谷 正 幸 

福 池 正 美  安 木 義 忠  射 越 誠 一   

 

  欠席委員   

  岡 﨑 文 明  服 部 千 敏  佐 藤 辰 也  山 本 祐 章 

  茂 成 和 延 

 

５．議事に参与した者 

 

  事務局長 服部 博昭 

事 務 局 横見瀬 文子 

事 務 局 藤原 敬士 

  事 務 局 坂本 隆也 

 

６．議事内容 

報 告 事 項 農地法許可に係る専決処分について 

第１号議案 農地法第３条許可申請について 

第２号議案 農地法第４条許可申請について 

第３号議案 農地法第５条許可申請について 

第４号議案 農業経営基盤強化促進法による農用地利用集積計画について 

（利用権設定） 

 

そ の 他  
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事 務 局 長 開会を宣言する（午前９時３０分） 

定刻となりましたので、これより令和４年度瀬戸内市農業委員会、第

１０回の総会を開催します。それでは、開会に先立ちまして、市長よ

りごあいさつをお願いします。 

市 長  （あいさつ） 

事 務 局 長   続きまして、開会にあたりまして、改めまして会長よりごあいさつを 

お願いします。 

議長 (会長 )  （あいさつ）本日は２０件の案件が提案されていますので、皆様の適

正な審査、よろしくお願いします。 

事 務 局 長 今回の成立報告をします。ただいまの農業委員の出席数は全員出席の

１１名ということで、瀬戸内市農業委員会総会議事規則第７条により、

この総会が成立していることをご報告します。 

なお、推進委員 岡﨑 文明委員、服部 千敏委員、佐藤 辰也委員、山 

本 祐章委員、茂成 和延委員から欠席の届け出が出ていることを報告 

します。以降の進行につきましては、藤原会長よろしくお願いします。 

議    長  それでは、議案審議に先立ちまして、本日の議事録署名委員を指名し

ます。１０番委員の大森茂利委員、１１番委員の久山英之委員よろし

くお願いします。 

それでは、議題に入ります。報告事項、農地法許可に係る専決処分つ 

いて、事務局の説明をお願いします。 

事  務  局  それでは、議案資料、１頁目をご覧ください。 

【農地法許可に係る専決処分について議案書をもとに説明】 

以上、事務局からの説明を終わります。 

 

議    長 この案件について何かご意見、ご質問がありましたらお願いします。 

（意見なし） 

議    長 ご意見ないようですので、この案件につきましては、報告承認とさせ 

ていただきます。 

続きまして、第 1号議案、農地法第３条許可申請について、事務局の 

説明をお願いします。 

事  務  局  まずは、３頁をご覧ください。８番案件ですが、今回は取下げの申し

出がありましたので、省かせていただきます。 

それでは、議案資料、２頁目をご覧ください。 

譲受人「■■■■■■■■■■■■ ■■ ■■ ■■■ ■■」。 

譲渡人「■■■■■■■■■■■■■ ■■ ■■ ■■■ ■■」。 

農地の所在地は４筆。「邑久町山田庄 ４３４-４」。登記、現況地目 

ともに「田」。面積は１７４㎡。 

「邑久町山田庄 ４３５-１」。登記、現状地目ともに「田」。面積は 
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        １，０６１㎡。 

        「邑久町山田庄 ５４７-１」。登記、現状地目ともに「畑」。面積は 

４６㎡。 

「邑久町山田庄 ５５０-２」。登記、現状地目ともに「田」。面積は 

１００㎡。 

        譲受人の農地迄の距離は５０ｍ。耕作面積は５，０５８ｍ。家族数及 

        び耕作者数は、２名。取得理由は「増反による」もの。譲渡理由「相

手方の要望」。 

所有権移転で１０aあたり■ ■となっております。 

       【２番案件】 

譲受人「■■■■■■■■■■■■■■■ ■■ ■■ ■■■ ■ 

■■」。 

譲渡人「■■■■■■■■■■■■ ■■ ■■ ■■■ ■■」。 

農地の所在地は１３筆。 

「邑久町豆田 ７４-１」。面積は１，０１７㎡。 

「邑久町豆田 ７４-２」。面積は１７６㎡。 

「邑久町豆田 ７４-３」。面積は２５１㎡。 

「邑久町豆田 ７５-１」。面積は８５８㎡。 

「邑久町豆田 ７５-２」。面積は１６㎡。 

「邑久町豆田 ７５-３」。面積は３８㎡。 

「邑久町豆田 ７５-４」。面積は１８８㎡。 

「邑久町豆田 ７５-５」。面積は８１㎡。 

「邑久町豆田 ９７-１」。面積は１，０９２㎡。 

「邑久町豆田 ９７-４」。面積は２７㎡。 

「邑久町豆田 ９９-２」。面積は７８７㎡。 

「邑久町豆田 ９９-３」。面積は１，２１７㎡。 

「邑久町豆田 ６０９-１」。面積は７８２㎡。 

登記、現況地目ともに「田」。 

譲受人の農地迄の距離は８，０００ｍ。耕作面積は９，８３１ｍ。家 

族数及び耕作者数は、２名。所得理由は「増反による」もの。譲渡理 

由「相手方の要望」。所有権移転で１０aあたり■ ■となってお 

ります。 

【３番案件】 

譲受人「■■■■■■■■■■■■ ■■ ■■ ■■■ ■■」。 

譲渡人「■■■■■■■■■■■ ■■ ■■ ■■■ ■■」。 

農地の所在地「邑久町大富 １５２-３」。登記、現状地目ともに 

「田」。面積は「６８１㎡」。 

譲受人の農地迄の距離は３００ｍ。耕作面積は３，３９２㎡。家族数 
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及び耕作者数は、１名。所得理由は「贈与による」もの。譲渡理由 

「相手方の要望」。所有権移転で１０aあたり■ ■となっておりま 

す。 

【４番案件】 

譲受人「■■■■■■■■■■■■ ■■ ■■ ■■■ ■■」。 

譲渡人「■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■ ■■ ■■■  

■■」。 

農地の所在地は２筆。「邑久町豊原 ５３１-３」。面積は「８７ 

㎡」。 

「邑久町豊原 ５３１-５」。面積は「８８㎡」。登記地目「田」、 

現状地目「畑」。 

譲受人の農地迄の距離は８５０ｍ。耕作面積は２７３，２２９㎡。家 

族数及び耕作者数は、１名。所得理由は「贈与による」もの。譲渡理 

由「相手方の要望」。所有権移転で１０aあたり■ ■となっており 

ます。 

【５番案件】 

譲受人「■■■■■■■■■■■■ ■■ ■■ ■■■ ■■」。 

譲渡人「■■■■■■■■■■■■■ ■■ ■■ ■■■ ■■」。 

農地の所在地「邑久町上笠加 ６９５」。登記、現況地目ともに 

「畑」。面積は「８７㎡」。譲受人の農地迄の距離は２００ｍ。耕作 

面積は１９，６１６㎡。家族数及び耕作者数は、１名。所得理由は 

「増反による」もの。譲渡理由「相手方の要望」。所有権移転で１筆 

あたり■ ■となっております。 

【６番案件】 

譲受人「■■■■■■■■■■■■ ■■ ■■ ■■■ ■■」。 

譲渡人「■■■■■■■■■■■■ ■■ ■■ ■■■ ■■■」。 

農地の所在は２筆。「邑久町北池 ３８４」。面積は「１，１６２ 

㎡」。 

「邑久町北池 ３８５」。面積は「１，２７９㎡」。登記、現況地目 

ともに「畑」。譲受人の農地迄の距離は５００ｍ。耕作面積は３１， 

８７９㎡。家族数及び耕作者数は、１名。所得理由は「増反による」 

もの。譲渡理由「相手方の要望」。所有権移転で１０aあたり■ ■ 

となっております。 

【７番案件】 

譲受人「■■■■■■■■■■■■ ■■ ■■ ■■■ ■■」。 

譲渡人「■■■■■■■■■■■■■ ■■ ■■ ■■■ ■■」。 

土地の所在「長船町服部 ４９４」。登記、現況地目ともに「田」。 

面積は「１，３７９㎡」。 
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譲受人の農地迄の距離は３００ｍ。耕作面積は１１，３８４㎡。家族 

数及び耕作者数は、１名。所得理由は「増反による」もの。譲渡理由 

「相手方の要望」。所有権移転で１０aあたり■ ■となっており 

ます。 

以上、事務局から第２号議案 １番案件から７番案件の説明を終わり

ます。 

議    長   続きまして、担当委員さんのご意見を伺います。 

１番案件 大河原委員より説明をお願いします。 

大河原委員   譲渡するということで話を聞いています。増反ということですので、 

問題ないと思います。 

議    長    続きまして、２番案件、佐藤委員は欠席であります。事務局、代読を 

お願いします。 

事 務 局  譲渡人が高齢のため、今後の耕作が難しいということです。 

譲受人はすでに岡山市で耕作を行っており、実績もあるため、今回も 

作付けするとのことで、問題ないとのことです。以上です。 

議    長    続きまして、３番案件、岡﨑委員より説明をお願いします。 

岡 﨑 委 員  譲受人の農地の南側で、市道の拡幅工事を行っており、譲受人が農地 

の提供に難色を示したことから 、市と譲受人と譲渡人の間で話をし 

て、譲渡人が買収農地に対する代替地を提供しても良いということで 

話がまとまったようです。 

議    長    続きまして、４番案件、田中委員より説明をお願いします。 

田 中 委 員  譲受人と譲渡人は、身内とのことです。 

        譲渡人は、県外にお住まいで、管理ができないとのことで話がまとま 

ったようです。 

議    長    続きまして、５番案件、６番案件、吉田委員より説明をお願いします。 

吉 田 委 員  まずは、５番案件についてですが、譲渡人は瀬戸内市の出身ですが、 

生活基盤を県外に移転されておりますので、地元の財産等を処分を進 

められているところだそうです。 

この農地だけ、引き取り手が見つからず困っていたところ、譲受人が 

引き受けますと話がまとまったようです。 

この農地は周辺を含めて耕作放棄地にならざるを得ないような荒れた 

農地です。今後の展開も含めて、遠方の方が所有しているよりも譲受 

人が所有していた方が地域のためにもよいのではないかと思います。 

６番案件についてですが、同じ地域内での農地売買になります。現在 

でも利用権設定を行い、この農地にぶどうのハウスを建てて営農され 

ております。営農実績もありますので問題ないと思います。 

議    長    続きまして、７番案件、茂成委員は欠席であります。事務局、代読を 

お願いします。 
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事 務 局  こちらも譲渡人が高齢のため、耕作をしていくことが困難なため、農 

地を減らしたいとのことで、譲受人と話がまとまったようで、特に問 

題はないとのことです。 

議    長 １番案件から７番案について何かご意見、ご質問がありましたらお願

いします。 

（意見なし） 

議    長 ご意見ないようですので、採決に入ります。 

ただ今の第１号議案 農地法第３条許可申請について、１番案件から

７番案件まで、許可に賛成の方、挙手願います。 

（賛成者挙手） 

議    長 全員賛成ということで、許可を決定します。 

続きまして第２号議案、農地法第５条許可申請について、事務局の説

明をお願いします。 

事 務 局  それでは、議案資料、４頁目をご覧ください。 

【１番案件】 

        借人「■■■■■■■■■■■■ ■■ ■■ ■■」。 

        貸人「■■■■■■■■■■■■■ ■■ ■■ ■■」。 

        農地の所在地は「牛窓町鹿忍 ７３７６－１」。地目は「畑」。面積 

は「９７０㎡」。転用目的は「露天資材置場」。 

農地区分は「農振農用地で普通畑」です。隣地への被害はありません。 

なお、使用貸借権設定であり、１０aあたり■ ■です。農用地区域内

農地で、一時転用案件です。資料８頁をご覧ください。小父雁フィッ

シングセンターから北へ約２５０ｍに位置しています。 

【２番案件】 

借人「■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■ ■■ ■

■ ■■■ ■■」。 

貸人「■■■■■■■■■■■■ ■■ ■■ ■■」。 

農地の所在地は「邑久町山田庄 １０５６－１０」。地目は「田」。

面積は「２９１㎡」。転用目的「分家住宅」。 

施設の概要は「２階建 １棟 ５６.７２㎡」。「車庫 １棟３０.８ 

０㎡」。建ぺい率は「３０％」。農地区分は「第１種農地で１０aあ 

たり米３８０㎏」。資金は「■ ■」。隣地被害は 

ありません。なお、使用貸借権設定であり、１０a あたり■ ■です。 

農用地区域外農地です。 

資料９頁をご覧ください。アルファーエレクトロ工業(株)から北東へ 

約２００ｍに位置しています。 

【３番案件】 
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借人「■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■ ■■ ■■ ■

■」。 

貸人「■■■■■■■■■■■■■■■ ■■ ■■ ■■」。 

土地の所在地は「邑久町福元 ６７８－３」。地目は「田」。面積は

「６５１㎡」。転用目的は「診療所」。 

施設の概要「平屋建 １棟 １３５.８３㎡」。建ぺい率は「２０.８ 

０％」。農地区分農地区分は「第１種農地で普通畑」。資金は「■  

■」。隣地被害はありません。 

なお、使用貸借権設定であり、１０aあたり■ ■です。農用地区域外

農地です。 

資料１０頁をご覧ください。市立福田保育園から西へ約５０ｍに位 

置しています。 

以上、説明を終わります。 

議    長 続きまして、担当委員さんのご意見を伺います。１番案件について、

松本委員より説明をお願いします。 

松 本 委 員  この土地は、借人が貸人から従来から借りている土地ですが、以前よ

り、露天資材置場となっており、牡蠣殻置場になっています。畑に導

入するための牡蠣殻、一時保管です。問題ないと思います。 

議    長  続きまして、２番案件について、大河原委員お願いします。 

大河原委員  今回の案件は、分家を作るということで現地の確認をいたしましたと 

ころ、周辺は住宅地になっており、排水関係にも問題ないと確認して 

おります。 

        なお、町内会の担当関係役員も了承されているとのことで問題ないと 

思います。 

議    長  続きまして、３番案件について、佐藤委員は欠席であります。事務局 

代読をお願いします。 

事 務 局  こちらの案件は、県外より、こちらへ帰郷し夫婦で診療所を経営する 

ということだそうです。周りの状況等も含めて問題ないということで 

す。 

議    長   はい、ただ今の第２号議案 農地法第５条許可申請１番案件から３番 

案件につきまして何かご意見、ご質問がありましたらお願いします。 

（意見なし） 

それでは意見なしとしまして、続いて、採決に入ります。 

        第２号議案 農地法第５条許可申請について、１番案件から３番案件に

ついて許可に賛成の方は挙手をお願いします。 

（賛成者挙手） 

議    長 はい、全員賛成ということで、許可を決定します。 
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         続きまして第３号議案、農地転用事業計画変更承認(工事期間の延長)

申請について、事務局の説明をお願いします。 

事  務  局  それでは、議案資料、５頁目をご覧ください。 

        申請人「牛窓町牛窓３１８８-１ 建設業 康愛産業 株式会社 代表 

取締役 友野 顕」。 

土地の所在地「邑久町豊原３２９番地」。地目は「田」。農地区分は 

「農用地区域外」。当初事業計画は「転用面積 ２，０２４㎡。転用 

目的 事務所兼資材置場。工事期間 令和４年３月１５日から令和４ 

年１０月３０日まで」。 

変更事業計画は「転用面積 ２，０２４㎡。転用目的 事務所兼資材 

置場。工事期間 令和４年３月１５日から令和７年１２月２５日ま 

で」。 

変更理由は「コロナウイルス並に、ウクライナ紛争の影響による。 

物価高騰で建築資材等の費用が当初予定していた金額より大幅に上昇 

し、また、建築資材も不足しているため、着工できない状況となって 

いる。そのため、工期の延長を行い令和 7年中の完成を目指す」。 

当初許可年月日は「令和４年２月２８日 指令番号 瀬戸内市指令農 

委第１４６号」。 

以上、説明を終わります。 

議    長   はい、ただ今の第３号議案につきまして何かご意見、ご質問がありま

したらお願いします。 

（意見なし） 

それでは意見なしとしまして、続いて、採決に入ります。 

        第３号議案 農地転用事業計画変更承認(工事期間の延長)申請について、

許可に賛成の方は挙手をお願いします。 

（賛成者挙手） 

議    長 はい、全員賛成ということで、許可を決定します。 

 

議 長  続きまして、第４号議案、農業経営基盤強化促進法による農地利用集 

積計画について（利用権設定）、事務局の説明をお願いします。 

事  務  局   それでは、議案資料、６頁目をご覧ください。 

【第４号議案農業経営基盤強化促進法による農用地利用集積計画につ

いて議案書をもとに説明】 

以上、事務局からの説明を終わります。 

議    長   はい、ただ今の第４号議案につきまして何かご意見、ご質問がありま

したらお願いします。 

（意見なし） 

  ご意見ないようですので、第４号議案につきまして、承認とします。 
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それでは最後のその他の項目についてです。事務局、お願いします。 

事  務  局   今後の総会の予定については、２月の通常総会は、２月９日木曜日に

瀬戸内市役所 ２F大会議室で開催予定です。３月の通常総会は、３

月９日木曜日に中央公民館 視聴覚室で開催予定です。 

議    長   他にご意見・ご質問はありませんか。 

それではご意見もありませんので、これをもちまして、令和４年度１

月の総会を閉会します。 

ありがとうございました。 

 

 

（午前１０時００分 閉会） 

 

 

 

 

上記議事録を作成し、その相違ないことを証するためここに署名押印

する。 

 

令和５年１月１２日 

 

議   長    

 

署 名 委 員    

 

署 名 委 員    


